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子どもへの
医療費給付を拡充します
　総合的な子育て支援のため、子ど
もに対する医療費給付事業の内容
拡充、対象年齢の拡大をします。
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８月１日から中学生への給付方法が変わります

８月１日から未就学児の自己負担額を無償化します

10月１日から高校生年齢帯まで対象年齢を拡大します

　これまで、中学生の医療費は償還払い方式（医療機関の窓口で医療費を一旦支払い、申請により後日振り込ま
れる）で助成していましたが、８月１日以降は未就学児・小学生と同じ現物給付方式に変わります。これによ
り、岩手県内の医療機関などを受診した場合の窓口負担の上限は、受給者証に記載されている自己負担額までと
なります。また、従来の医療費助成申請書の提出も不要となります。
※�自己負担額は１医療機関あたり外来は月1,500円、入院は月5,000円まで。また、保護者が住民税非課税の場
合は自己負担額なし
※�７月下旬に郵送する受給者証を必ず医療機関に提示してください。県外受診や受給者証の提示がない場合は、
今までどおり申請による償還払いとなります

　これまで、３歳を超えた受給者は、保護者の住民税の課税状況により自己負担額が発生する場合がありまし
た。８月１日以降は、未就学児の保険診療にかかる医療費が無料になります（必ず、医療機関などの窓口で受給
者証を提示してください）。

　従来の医療費給付は中学生までを対象としていましたが、10月１日以降は次のとおり対象を拡大します（高
校に就学しているかは問いません）。

対 象 者
釜石市に住所を有し、18歳に達する日以後最初の３月31日までにある人
※生活保護受給世帯は対象になりません
※保護者の前年の所得額により対象とならない場合があります

給付内容
１医療機関あたり、外来は月1,500円、入院は5,000円の自己負担額があります。医療機関などで
支払った一部負担金額が、この自己負担額を超過した場合、超過分を後日給付（約３カ月後に振り
込みとなる償還払い方式）します。
※保護者が住民税非課税の場合、自己負担額はありません

申請方法 申請書を市市民課医療給付係または各地区生活応援センターへ持参するか、同封の返信用封筒で郵
送してください。申請書は対象者へ６月下旬に郵送しました。

申請期限 ８月14日㈮
※期限を過ぎても受け付けますが、提出が遅れた場合、10月から受給できないことがあります


